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１．はじめに：  

 本稿は、日本における教員養成制度、とりわけ「大学における教員養成」について、専

門職化の視点から検討しようとするものである。日本の教員養成は、戦前の師範学校での

教員養成への批判から、敗戦後、「大学における教員養成」と免許授与による「開放制の教

員養成」の原則に基づいて実施されてきた。しかしながら、戦後復興と高度経済成長の時

代を経、新自由主義による市場圧力と共に知識基盤社会の時代に移行しつつある今日、教

員免許を持たない民間人校長の採用や地方自治体の教師養成塾等、教員養成をめぐるこれ

らの原則は大きく揺らいでいる。  

こうした状況にあって、近年、多くの教員養成に関する雑誌特集が組まれ 1、教員養成制

度や教師教育の改善に向けた文献も多数出版されている 2。本稿では、これらの研究が蓄積

してきた知見に学びつつ、「大学における教員養成」について、各国の教員養成制度の改革

動向をふまえながら、なぜ教員養成が大学でなされなければならないのか、専門職化の視

点からその原理と課題を検討したい。  

 

２．各国の教員養成制度とその改革の概況  

 今日、各国で教員の質の向上に向けた教員養成制度の改革は喫緊の重要政策課題となっ

ている。教員養成施策の重要性を OECD は以下のように強調している。「教員政策は重大

な国家議題となっている。進行中の広範囲の経済的社会的変化によってこれまで以上に高

質の学校教育が重要になっている。…全ての国は学校を改良し、より高度な社会的経済的

期待によりよく対応することを目指している。学校の最重要資源として、教師は学校改良

努力の中心である。学校教育の効力と平等の向上は、概して、優秀者が教師を志望するこ

と、なされる教育の質の高さ、全ての高質の教育への接近にかかっている。」 3 

このような教員養成の重要性の認識は一致していても、その具体的な養成様式は各国の

状況によって異なっている。世界の教員養成様式は二つに大別され、生涯にわたって公務

員としてとどまることが期待されるキャリア型（Career-based）と、教員以外の職業との

移動も含めて各地位に最も見合う候補者を選抜する地位型 (Position-based)が存在してい

る。日本は前者のキャリア型に分類されている。こうした違いを含みつつも、各国の教員

施策は以下の点で共通している。①教員の量よりも質の重要性を強調していること。②教

師のプロフィール（経歴情報）を学校の必要と共に教師の成長発達と実績に適合させるよ

－ 62 －



う成長発達させること。③教師の成長発達を連続体と見なすこと。④教師教育をより柔軟

にすること、⑤教職を知識豊かな専門職に転換すること、⑥学校に教員の人事管理の責任

をこれまで以上に与えること（下線筆者）、である 4。  

日本においても 2006 年に中央教育審議会が「今後の教員養成・免許制度の在り方につ

いて（答申）」を発表し、「大学における教員養成」及び「開放制の教員養成」の原則を尊

重しつつ、①大学の教職課程を教員として最小限必要な資質能力を確実に身に付けさせる

ものへ、②教員免許状を教職生活の全体を通じて教員として最小限必要な資質能力を確実

に保証するものへ改革を進めていくこととし、「教職実践演習」の新設必修化がなされ、

教員免許更新制が導入された5。 

 2011 年現在、日本の教員数は約 110 万人となり、その内訳は幼稚園教員 11 万人、小学

校教員 42 万人、中学校教員 25 万人、高校教員 24 万人、中等教育学校教員 2 千人、特別支

援学校教員 7.5 万人となっている。2010 年度の学歴別教員構成は、幼稚園教員では大学院

が約 1％、大学 23％、短大 74％、その他 2％、小学校教員では大学院 3％、大学 85％、短

大 11％、その他１％、中学校教員では大学院 7％、大学 87％、短大 5％、その他 0.3％、

高校教員では大学院 14％、大学 84％、短大 1％、その他 1％となっている。同年の教員免

許授与件数は、幼稚園 4 万人、小学校 3 万人、中学校 5 万人、高等学校 7 万人、特別支援

学校 8 千人、養護教諭 5 千人、栄養教諭が 3 千人となり、合計約 20 万人となっている6。 

 中央教育審議会は 2012 年に「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生

涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」7と同時に、「教職生活全体を通じた

教員の資質能力の総合的な向上方策について」を発表し、教員に求められる資質能力を以

下のように整理している。「（i）教職に対する責任感、探求力、教職生活全体を通じて自主

的に学び続ける力（使命感や責任感、教育的愛情）、（ii）専門職として高度な知識や技能 

●教科や教職に関する高度な専門的知識（グローバル化、情報化、特別支援教育その他の

新たな課題に対応できる知識・技能を含む）、●新たな学びを展開できる実践的指導力（基

礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・判断力・表現力等を育成するため、知

識・技能を活用する学習活動や課題探求型の学習、協働的学びなどをデザインできる指導

力） ●教科指導・生徒指導・学級経営等を的確に実践できる力）、（iii）総合的な人間力

（豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、地域や社

会の多様な組織等と連携・協働できる力）」8（下線筆者）。教員養成の改革の方向性として

は、「教員養成を修士レベル化し、教員を高度専門職業人として明確に位置づける」9（下

線筆者）としている。これらは 2013 年の「第２期教育振興基本計画」の「基本施策４教員

の資質能力の総合的な向上」にも反映されている10。 

 

３．教師の専門職性に関する今日的議論  

１）職業カテゴリーとしての教師  

近代化の過程にあって、伝統的な専門職に倣い、多様な職業が自らを専門職と称し、専
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門職化を図っている。教師についても「教師の仕事は専門職とみなされるべきである」と

する ILO・ユネスコの「教師の地位に関する勧告」（1966 年）以来、日本においても教師

の専門職性がさかんに議論されてきた 11。  

現行では教師は労働基準法第 14 条に定める「高度の専門的知識」を持つ専門職には含

まれていない。同法で定める「高度の専門的知識」の基準は、2002 年まで「博士課程修了

者、修士課程修了者（実務経験 3 年以上）、次のいずれかの有資格者（公認会計士、医師、

歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会

保険労務士）、特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者で」となっている。

2002 年の改訂で実務経験年数が緩和され、税理士、中小企業診断士、システムアナリスト

試験合格者等が加わったが、教師は依然含まれていない 12。  

社会階層や社会移動研究における職業評定に関する職業威信スコアから見ると、1995

年版の教員の職業威信スコアは、63.6 となっており、医師や歯科医師が 90.1、裁判官・弁

護士が 86.9、自衛官・警察官が 57.9 となっている 13。職業威信スコアについては「社会的

価値・社会に対する効果」「教育の結果としての報酬の高さ」「技術水準」の相関が高いこ

とが確認され 14、人々の意識にあっても教師は伝統的専門職と比肩するに至っていない。  

現代日本の多様な専門職養成に関する研究によれば、専門職の資格制度の面からは、教

員は教員免許資格取得者の「過多」と実際の教職就業者の「過少」があり、両者のギャッ

プが慢性化し、1999 年の地方分権一括法による標準法の改正と学級編成・教員定数の決定

過程の変容によって、教員養成の量的統制が各地方の教員需給に委ねられ、計画養成が未

整備であることが特徴となっている 15。  

２）専門職の定義と教師  

以上のように職業としての社会的位置づけからすると、「高度の専門的知識」を持つ専

門職とは認識されず、今なお専門職化の途上にある職業カテゴリーとしての教員であるが、

抑々「専門職」とはいかなる概念であり、どのように定義されるのであろうか。  

従来、専門職について、多くの定義が出されている。Millerson の専門職の定義の一覧

表に基づき 28 人の論者による専門職の定義を整理した竹内は、専門職の基準として、「理

論的知識に基づく技術」、「教育訓練」、「能力がテストされる」、「組織化」、「行為の綱領」、

「愛他的サービス」、「他人の事柄への応用」、「不可欠な公共サービス 16」、「ライセンスを

通じてのコミュニティサンクション」、「明確な専門職クライアント関係」、「信託されたク

ライアント関係」、「公平なサービス」、「同業者への忠誠」、「明確な報酬」、「範囲が明確」、

「自律」、「標準化されない仕事」、「地位の公的認識」を提示している 17。  

ハーグリーブス＆グッドソンによれば、今日、教師の専門職性をいかにとらえるか、逆

説を含みながら以下のような専門職の形態に関する言説が展開されている。その第一は実

証主義に基づく古典的専門職性（ classical professionalism）と称される言説である。そ

れは教職を医師や弁護士等の近代専門職を範とし、その実践基盤となる知識基礎を充分に

は確立していない準専門職と捉えた 18。この言説が示す教職の不備を補い、教職の専門職
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化を推進するために、今日、教職に不可避の不確実性を克服し、教師が実践の中で用いる

知識や思考、認知過程に関する研究が進展した。  

第一に加えて、その不備を補う以下の言説が展開さている。第二は、柔軟な専門職性

（ flexible professionalism）と称される言説である。これは教職における協働性と専門家

の共同体の重要性と学校での同僚性の意義を強調し、地域の専門家共同体の形成、ならび

に科学的確実性から状況に埋め込まれた確実性への転換を促進した。第三は、実践的専門

職性 (practical professionalism)と称される言説である。教師の個人的実践的知識の特徴や、

ショーンの「反省的実践」（ reflective practice）の概念が教師の実践的知識や見識、判断

に適用されるようになった。第四は、拡張された専門職性（extended professionalism）

と称される言説である。この言説により、教室における教師の「今ここ」の瞬間的短期的

認識と教師の孤立状況を、学校や学校をとりまく社会、教育研究等の社会的文脈に拡張し

接近することが可能になった。第五は、複雑な専門職性に関する言説である。知識基盤社

会の進展による学習内容や学習方法の複雑化多元化を背景に、教師は学習共同体の構築と

知識社会の創造、経済繁栄をもたらす変化への献身、問題解決学習や協働学習等、高度な

実践が求められるようになり、教師の仕事の複雑性が増しているという 19。これらの言説

をふまえ、木村は教えることの認知的次元と同様にケアリングの情動的次元の重要性を強

調し、教職を他者との関わりとそこで生じる情動に媒介された相互作用的専門職として教

職を捉えている 20。  

 

４．教員養成と専門職化  

１）認定基準設定による機関淘汰  

 以上の教職の専門職性に関する言説にあって、今なお教員養成の専門職化に現実的な政

治的影響力を及ぼしているのが、上記第一の実証主義に基づく「古典的な専門職性」であ

ある。その傾向が最も顕著にみられるのがアメリカにおける教員養成改革であり、医者を

専門職として確立したのみならず、専門職化と専門職養成の質の向上の議論に決定的役割

を演じてきた「フレクスナー神話」 21が、教員養成改革においても繰り返されている。  

 今日、教師教育研究の進展と共に、教員ならびに教員養成員の質に著しいばらつきがあ

る米国において、科学的医学と医学教育によって医者を専門職として確立したフレクスナ

ー報告の意義が力説されている。全米教育アカデミーによる教師教育改革のための報告書

『変動する世界に対応する教員養成』（Preparing Teachers for a Changing World: What 

teachers should learn and be able to do）のオフィシャル要約版として出版された『よい

教師をすべての教室へ：専門職としての教師に必須の知識とその習得』（A Good Teacher in 

Every Classroom: Preparing the highly qualified teachers our children deserve）  は、

その冒頭で以下のように述べている。「あらゆる専門的職業は、その発展のある時点で、専

門職養成カリキュラムの鍵となる要素についての合意を作り上げてきた。つまり、ある職

業に就くすべての人が準備すべき基礎は何かということである。医学においては、20 世紀
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初頭、医学教育の質がまちまちであることを批判したフレクスナー報告が契機となった。

法律教育の共通カリキュラムを作る努力も、医学教育の直後になされた。工学や建築の分

野も、20 世紀半ばにこの仕事に取り組んだ。」 22 

同書によれば、アメリカの教師教育の質は地域によってばらつきがあり、高水準の少数

の教員志望者と州の試験を通過できず準備条件を満たさないまま裏口ルートで臨時免許を

とって教職に就く集団があり、後者がますます増加しているという。今日の教師教育はフ

レクスナー報告が出された 20 世紀初頭の医学教育と同様の状況にある。当時の医学部の

プログラムは 3 週間から 3 年までの幅があり、医学生が接する知識の範囲と性質は劇的に

異なっていた。当時の多くの医者が正式な教育を受けておらず、多くの大学が医学教育に

おける進歩をカリキュラムに組み入れるのに失敗していた。この報告書以前の数十年間に

できた医学部では、履修コースが臨床活動と分離されていることが多く、カリキュラムは

しばしば断片的で、表面的で、講義によるものであった。フレクスナー報告を契機に、広

範囲の医学教育改革が実施され、医学教育は現れつつあった医科学と当時の強力なプログ

ラムの最良実践から引き出された専門職としての医学訓練のための基準が設けられた。医

師志望者は、以後、専門家養成コースとして認定されたプログラムを卒業しなければなら

なくなった。設置認定基準を設けるという同様の過程が、その後、20 世紀に専門職となっ

た法学、工学、看護学、心理学、会計学、建築学等他の領域でも続いた 23。  

同書によれば、同様のしかたで教育専門職は、専門的実践のための知識基盤を体系化し、

実践家の仕事についての基準の確立に努めてきた。その基準作りには、全米教職専門職基

準委員会、州際新任教員評価支援協議会、研究者や教科領域訓練のメンバーからなる専門

家団体が加わった。こうしたことが可能になったのは、生徒の学習とそれを支える教育実

践についての理解が、大きく進歩したことによって可能になったという。これらの団体に

よる諸基準によって効果的な実践とそうでない実践は識別され、これらの基準を満たし全

米委員会認定資格（National Board Certificate）に認定された教師は、これらの基準を満

たしていない教師よりも、生徒の学習面でのより効果的な進歩を生み出しているという 24。 

同書は教員養成プログラムの開発と認定基準の順守を求め、医師を医学教育の改革によ

って専門職化したフレクスナー報告と同様の政策提言を行っている。「州は厳格な認可基準

を満たしていないプログラムを打ち切り、認可されたプログラムときちんと完了していな

い個人に免許を与えることも拒否すべきである。」 25 

２）専門職と大学（ユニバーシティ）教育  

 こうした認定基準設定に基づく養成機関の淘汰は確かに多くの職業によって実施されて

きたが、問うべきは、なぜ教員養成が大学で実施されなければならないのか、医師や法律

家等の専門職が大学で養成されなければならない論拠は何かという問題である。ここでは、

フレクスナー報告を執筆したアブラハム・フレクスナー (Abraham Flexner, 1866-1959)が

論ずる専門職と大学（大学院段階に相当するユニバーシティ）の連関に関する論拠とその

正当性の議論の概略を確認しておきたい 26。  
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 フレクスナーによれば、当時のアメリカの高等教育機関は、①少年少女のための中等学

校とカレッジ、②上級の学生のためのユニバーシティ（大学院）、③社会一般のためのサー

ビス機関という三つの部分から構成され、大学院に相当するユニバーシティは「知識の探

求、問題の解決、業績の批判的評価、真に高いレベルの人間の訓練のために意識的に捧げ

られた機関」とされた。そこでの研究者の役割は知識や思想の保存、知識や思想の解釈、

真理の探究、実際に動き実践する学生の訓練からなり、ユニバーシティの本質は自由な知

的好奇心の共有にあるとされた 27。  

フレクスナーは、カレッジ卒業を入学要件とするユニバーシティでの研究を主体とした

専門教育に値する職業とそうでないものを区別し、医師や弁護士等の伝統的専門職から専

門職の本質的要素を抽出し、以下の六つの範疇を提示した。①多大な個人的責任のもので

なされる自由な知的操作であり、他者に命令を下しうる知的権限があること、②用いる知

識が学術的科学的基礎を持っていること、③実際的な目的をもっていること、④教育とし

て伝達可能な技術があること、⑤自己の組織を持っていること、⑥その活動が博愛的動機

に基づいていること 28、である。  

フレクスナーによれば、専門職がユニバーシティでの研究を中心とした専門教育を必要

とするのは、当該専門職が用いる知識の学術的基礎のためである。ユニバーシティこそそ

の固有の目的が人間の知識の進歩である唯一の社会的機関であり、一方、専門職の本質は

問題の理解のための自由な知性の適用にあり、それがルーティンに陥らないよう知識の新

しい供給が必要であった。「もし専門職が、主にあるいは多分に一般的に受容可能な知識や

経験を用いるならば、その知的性格を確立できないであろう。それらは常に新しい事実の

供給のための実験室やゼミナールという手段を用いる必要がある。そしてこれらの源から

発している思想の安定した流れこそが、専門職をルーティンに陥ることから守り、知的で

責任ある性格を失うことを防いでいる。」29フレクスナーによれば、人類の知識の進歩のた

めの科学的訓練というユニバーティ教育を受けた人間は、「訓練された精神、よく蓄積され

た知識、衒学的でない鋭い批判力を合わせ持ち、そのような人間は殆どの場合、卒業後も

助言や援助なしに自らの意思で行動する十分な能力をもっている。」 30という。  

３）専門職の範疇と教員  

 以上のようなフレクスナーの専門職の範疇ならびに大学（ユニバーシティ、大学院）教

育思想を日本の教員養成の現状に照らし合わせると、教員は今なお専門職化を目指してい

る後発準専門職といわざるをえない。教員の専門職化についての各範疇の状況をまとめる

と以下のとおりである。①教員は多大な個人的責任のもとでなされているが、学校そのも

のが校長等を管理職とする官僚制組織をとっており、個々の教員が独自に他者に命令を下

しうる知的権限は保障されていない。②教員が用いる知識は学術的科学的基礎を必要とし

ているが、少なくとも現状では伝統的専門職に匹敵するような水準にはなく、先述の労働

基準法の「高度の専門的知識」を持つ専門職に含まれていない。それは教員採用試験 31を

医師国家試験や司法試験と比較すれば明瞭である。③教員は医師や弁護士と同様、児童生
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徒を教育するという実際的な目標をもっている。④教員には医師や弁護士と同様、教育と

して伝達可能な技術がある。⑤教員は全ての教員が加入する組合等の独自の組織は、医師

や弁護士等の伝統的専門職と比較して貧弱であり、殆ど機能していない。この独自の組織

が自らの倫理綱領を定め、専門職集団としての自浄作用共に市場を独占する政治的圧力団

体と化してきたが、そうした強力な独自組織を欠いている教員は専門職集団としての十分

な政治力が行使できない。⑥教員の活動は確かに博愛的動機に基づいている。  

上記のようにフレクスナーが提示した専門職の範疇を未だ十全には満たしていない教

員は、はたして大学において教育されねばならないのであろうか。もしそうであるなら、

専門職に相応しい教員の知的基盤を保障する大学や大学院教育はいかにあるべきか。以下

では日本の大学や大学院における教員養成の課題を専門職化の視点から考えてみたい。  

 

５．大学における教員養成の課題  

１）専門基礎教育としての一般教育の必要性  

 少なくとも現在、後発準専門職といわざるをえない教員養成がなぜ大学でなされねばな

らないのか、その解答に向けた補助線になるのが高等普通教育としての一般教育にある。

なぜなら前述のフレクスナーの専門職養成に関する大学論は、目的意識的な学習の長所を

生かした中等・高等教育のカリキュラムの再構成によるカレッジ（学士課程段階）での専

門基礎教育を主とする良質の一般教育を前提としているからであり 32、そのことが今日の

教員養成をめぐる議論で等閑にされているからである。高度化という名のもとでの教職大

学院での養成年限の延長以上に、その基礎となる一般教育の整備と充実が重要であると思

われる。  

 周知のように、戦後日本において教員養成を師範学校ではなく、大学で行うようになっ

た最大の論拠は、師範学校の卒業生への批判であった。それ以外の中等学校と比して学力

資力共に乏しい生徒の進学先であった師範学校の学生は、要求される道徳性の高さと共に

「偽善、因循、卑屈、偏狭、陰鬱」に満ちた「師範気質」「師範型」によって特徴づけられ

た 33。こうした特徴づけはいわゆる帝大系エリートからの一面的理解といえなくもなく、

当時の師範学校の生徒や教員は、真摯に自らの教養を深めるよう研修に努めていたことは

確かである 34。しかしながら、インテリならぬ「亜インテリ」に分類される（小学校）教

員は、主観的にいかに誠実で善良であったとしても、知識や一般教養の不足による過誤、

ファシズム体制を積極的に担った責任は重大であった 35。戦後の日本の教育制度改革の方

向性を定めた教育刷新委員会で、師範学校は痛烈に批判され、そうした弊害を除くために、

教員養成は大学で行われることとなったことは常に確認銘記される必要がある。  

 大学での教員養成、特に小学校教員養成については、宮城教育大学の創設の事例や大学

本体部の付設課程によって教員養成が行われている現状に象徴されるように、大学と教員

養成の双方の教育理念に齟齬があるのは確かであるが、その齟齬も先述の米国の教職の専

門職化に象徴されるように教育学や教授学そのもの進歩によって着実に解消に向かいつつ
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ある。しかしながら、敗戦当時の師範学校に対してなされた批判は、半世紀以上を経た今

日の大学における教員養成に該当しないのかどうか、残念ながら筆者には不明である。  

特に、高等教育の大衆化が進み、一般教育課程が実質的に崩壊した今日の大学における

教員養成にあっては、学生は一般教育から多様な学問の深遠さの入口を垣間見る機会も殆

どないまま、学習指導要領を金科玉条のごとく暗記し模擬授業を行っている。大学 4 年間

のうち教育実習と教員採用試験の準備に充てられる時間を除くと、教員である以前によき

市民に必要な一般教育を学ぶ時間も機会も著しく欠如している。学生は子どもに教える「た

めに」学び、学生自らの市民としての知性や批判精神を鍛えることは二の次になっており、

教育刷新委員会で批判された師範学校的悪弊は今なお影を落としているといわざるをえな

い。教える「ために」学ぶことが学力を伸ばすことは事実であり可能ではあるが、抑々教

えることは自身の知力の範囲内でのみ可能である。まずは自身の学力水準を高め批判精神

を養い自己形成に勤しむ時間と機会の確保をした上で、教える「ための」高度な専門教育

がなされなければならないと思われる。  

２）専門職化と教育理念・教育目標  

 今日、各国で教員の専門職化が進展し、大学院での養成が主流になりつつあるが、その

一方でイギリスのように現場養成を主眼とする国もある。どのような教員養成制度にあっ

ても、教員の教育活動の成果は教育理念や目的、目標から問われねばならないのはいうま

でもない。しかしながら現状ではそうした成果の指標として学力が強調され、学力テスト

が第一の、場合によっては唯一の指標となっており、より重大な問題が見落されている可

能性が大きくなっている。教職の専門職化や教員養成の高度化の議論に際しては、教員の

学歴要件や養成様式以上に、教育理念を目指して教員が生徒に行っている教育活動の質が

問われなければならないと思われる。  

 こうした観点から日本の教員養成の重大問題でありながら、さほど問題視されていない

のが、児童生徒と教員との関係性の問題である。例えば、2009 年の PISA が実施した 15

歳の各国の生徒への調査によれば、生徒の側から見た日本の生徒と教師の関係性は重大な

問題性を含んでいるといわざるをえない。「私は殆どの先生（教師）とうまくやっていって

いる」という文章に同意する割合は 73％（OECD 平均は 85％）、「殆どの私の先生（教師）

が私の幸福（well-being）に関心を持っている」という文章に同意する割合は僅か 28％（同

66％）、「殆どの私の先生（教師）は私が言わなければならないことに本当に耳を傾けてく

れる」に同意する生徒の割合は 63％（同 67％）、「もし更なる助けが必要な場合、私は先

生（教師）からそれを受ける」に同意する生徒の割合は 64％（同 79％）、「殆どの先生（教

師）は私を公正に扱ってくれる」に同意する生徒の割合は 74％（同 79％）となっている。

いずれの項目においても日本の値は平均値以下となり、生徒から見た日本の生徒と教師の

関係性は OECD 諸国の最下位を争っている 36。  

特に、教師が生徒の幸福に関心を持っていると生徒が感じている割合が僅か 28％となっ

ていることは、調査の文言の翻訳の問題等もあるのかもしれないが、深刻な問題であると
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思われる。こうした関心そのものは教師の高学歴化や大学院での実践的研究から習得され

たり高められたりするようなものではなく、より本来的な人間の根源的な関心であり、授

業のうまさや学級経営の技術以上に重要な教師の資質ではなかろうか。児童生徒一人一人

の幸せに関心を持ち、また教師がそうした関心をもっていると生徒が感じることから生じ

る教師への信頼は、生徒の成長と学習を促進する教育の原点であることは論を俟たない。

ましてや、先述のフレクスナーの掲げる専門職の範疇⑥には活動の博愛的動機が掲げられ

ているように、生徒の幸福への関心は教師の専門職性の根源をなす要件でもある。このよ

うな教育理念や教育目標との連関を意識化しつつ、何のための専門職化なのか、大学や大

学院での教員養成の在り方を検討する必要がある。  

 

６．おわりに  

以上、なぜ教員養成が大学でなされなければならないのか、専門職化の視点からその原

理と課題を検討してきた。ここで明らかになったのは、教員は今なお専門職化の途上にあ

る後発準専門職であり、今後の課題としては学士課程段階での一般教育の充実、ならびに

より根源的な教育理念との関連から専門職化そのものを検討する必要があるということで

ある。  

あらゆる職業が免許や資格によって市場を独占しようとしている専門職化の時代にあ

って、教員養成制度と専門職化を検討するにあたり、近年殆ど顧みられなくなるも今なお

色褪せない重要性を持っているのが専門職化そのものへの批判的議論を含む専門職化その

ものの功罪の検討であろう。教員養成のみならずあらゆる職業が専門職化の模範としてき

た医学教育と医療制度が、その輝かしい功績と共に厳しい批判に晒されている今日、そう

した批判も含めて後発準専門職たる教員養成は十分に学ぶ必要があると思われ、これらの

検討を今後の課題としたい。  
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